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地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）    御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課 (部 ) 

 

厚生労働省保険局医療課  

 

 

令和２年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について 

 

下記の通知について、それぞれ別添１から別添４までのとおり訂正しますので、

その取扱いについて周知徹底を図られますよう、お願いいたします。 

なお、各別添の様式については、訂正後のものとなりますので申し添えます。 

また、令和２年３月５日付官報（号外第 42 号）に掲載された令和２年度診療報酬

改定に伴う関係告示については、別添５のとおり、官報掲載事項の訂正が行われる

予定ですので、予めお知らせします。 

 

 

・「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 

 （令和２年３月５日保医発 0305 第１号）（別添１） 

・「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 

（令和２年３月５日保医発 0305 第２号）（別添２） 

・「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 

（令和２年３月５日保医発 0305 第３号）（別添３） 

・「入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等に係る届出

に関する手続きの取扱いについて」 

（令和２年３月５日保医発 0305 第 13 号）（別添４） 

 

 

 

 



して 3 0 日までの間に限

る。） 

 

 

 

 

※１ ３の左欄に掲げる状態等にある患者は具体的には以下のような状態等にある

ものをいう。 

ａ 重度の肢体不自由者（脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。以

下単に「重度の肢体不自由者」という。）及び脊髄損傷等の重度障害者（脳

卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。以下単に「脊髄損傷等の重度

障害者」という。） 

なお、脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者については、当該傷病が主

たる傷病である患者のことをいう。 

ｂ・ｃ(略) 

※２・※３(略) 

 

第２節  入院基本料等加算 

Ａ２０５ 救急医療管理加算 

(３) 救急医療管理加算２の対象となる患者は、(２)のアからケまでに準ずる状態又はコ

の状態にあって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要であると認めた重症患者を

いう。なお、当該加算は、患者が入院時において当該重症患者の状態であれば算定で

きるものであり、当該加算の算定期間中において継続して当該状態でなくても算定で

きる。 

 

Ａ２４５ データ提出加算 

(２) 当該加算は、データ提出の実績が認められた保険医療機関において、データ作成対

象病棟（以下「対象病棟」という。）に入院している患者について算定する。データ

提出加算１及び２は入院初日、データ提出加算３及び４は入院期間が 90 日を超えるご

とに 1 回算定する。90 日を超越えるごと、の計算は、入院日から起算して 91 日目、1

81 日目等と計算する。なお、ここでいう入院とは第２部通則５に規定する入院期間中

の入院のことをいい、データ提出加１及び２については入院期間が通算される再入院

の場合には算定できず、データ提出加算３及び４については通算した入院期間から算

出し算定する。 

 

Ａ２５０ 薬剤総合評価調整加算 

(１) 「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬薬剤が処方されている患者で

あって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに

対して、処方の内容を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対して

療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施している

場合に算定する。 

ア 患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、（７）の関連ガイドライン等を踏まえ、

特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。 

イ アを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、
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薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行

い、適切な用法及び用量への変更、副作用の被疑薬の中止及びより有効性・安全性の高

い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療

録等に記載する。 

ウ 当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有し

た上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、

ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行う。なお、ここでいうポリファーマ

シーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象の

リスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。 

エ 処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、

必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。 

(９) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に

係る算定要件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少又は合剤への変更等により、

退院時に処方される内服薬が減少したことを評価したものである。 

 

第３節 特定入院料 

Ａ３０１ 特定集中治療室管理料 

(６) 「注５」に規定する加算を算定する場合には、日本集中治療医学会の「日本版重症患者の

栄養療法ガイドライン」に沿った栄養管理を実施すること。また、入室患者全員に栄養スク

リーニングを実施し、抽出された患者に対し、次の項目を実施すること。なお、アからウは

入室後 48 時間以内に実施すること。 

アからエまで(略) 

エ 経腸栄養開始後は、１日に３回以上のモニタリングを行い、その結果を踏まえ、必要に

応じて計画をの見直すとともに栄養管理を実施 

オ・カ(略) 

 

Ａ３０３ 総合周産期特定集中治療室管理料 

(５) 「１」の母体・胎児集中治療室管理料を算定する場合は、(２)のアからカまでのいずれに

該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。「２」の新生児集中治療室管理料を

算定する場合は、区分番号「Ａ３０２」新生児特定集中治療室管理料の(１)のアからスまで

のいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 

 

Ａ３０３－２ 新生児治療回復室入院医療管理料 

(２) 新生児治療回復室入院医療管理料の算定対象となる新生児は、次に掲げる状態にあって、

医師保険医が入院医療管理が必要であると認めた者である。 

アからス(略) 

 

 Ａ３１１ 精神科救急入院料 

 (３) （１）のウに該当する患者については、当該保険医療機関の他の病棟から転棟後、当該病

棟においてクロザピンの投与を開始した日から起算して３月を限度として算定する。ただ
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し、クロザピンの投与後に投与を中止した場合については、以下の取扱いとする。 

ア クロザピン投与による無顆粒球症又は好中球減少症クロザピンの副作用等の事由によ

り、投与を中止した場合は、投与中止日から２週間まで当該入院料を算定できる 

イ ア以外の患者事由により、投与を中止した場合は、投与中止日まで当該入院料を算定

できる。 

 (18) （１）のウに該当する患者について、当該病棟においてクロザピンの投与を開始した日を

診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、当該病棟において、クロザピンの投与を中

止した場合は、投与中止日及び投与を中止した理由を（３）のア又はイのいずれか該当する

ものを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。あわせて、同一の保険医療機関において、

（１）のウに該当する患者として当該病棟へ転棟する以前にクロザピンの投与を中止したこ

とがある場合は、転棟する以前の直近の投与中止日及び同一入院期間中における通算の投与

中止回数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、通算の投与中止回数に（３）の

ア又はイのいずれかに該当するものとして中止した場合は含めないこと。 

 

 Ａ３１１－２  精神科急性期治療病棟入院料 

(４) （１）のウに該当する患者については、当該保険医療機関の他の病棟から転棟後、当該病

棟においてクロザピンの投与を開始した日から起算して３月を限度として算定する。ただし、

クロザピンの投与後に投与を中止した場合については、以下の取扱いとする。 

ア クロザピン投与による無顆粒球症又は好中球減少症クロザピンの副作用等の事由によ

り、投与を中止した場合は、投与中止日から２週間まで当該入院料を算定できる。 

イ ア以外の患者事由により、投与を中止した場合は、投与中止日まで当該入院料を算定で

きる。 

 (11) （１）のウに該当する患者について、当該病棟においてクロザピンの投与を開始した日を

診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、当該病棟において、クロザピンの投与を中

止した場合は、投与中止日及び投与を中止した理由を（４）のア又はイのいずれか該当する

ものを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。あわせて、同一の保険医療機関において、

（１）のウに該当する患者として当該病棟へ転棟する以前にクロザピンの投与を中止したこ

とがある場合は、転棟する以前の直近の投与中止日及び同一入院期間中における通算の投与

中止回数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、通算の投与中止回数に（４）の

ア又はイのいずれかに該当するものとして中止した場合は含めないこと。 

 

Ａ３１１－３ 精神科救急・合併症入院料 

 (３) （１）のエウに該当する患者については、当該保険医療機関の他の病棟から転棟後、当該

病棟においてクロザピンの投与を開始した日から起算して３月を限度として算定する。ただ

し、クロザピンの投与後に投与を中止した場合については、以下の取扱いとする。 

ア クロザピン投与による無顆粒球症又は好中球減少症クロザピンの副作用等の事由によ

り、投与を中止した場合は、投与中止日から２週間まで当該入院料を算定できる。 

イ ア以外の患者事由により、投与を中止した場合は、投与中止日まで当該入院料を算定で

きる。 

 (12) （１）のエに該当する患者について、当該病棟においてクロザピンの投与を開始した日を
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診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、当該病棟において、クロザピンの投与を中

止した場合は、投与中止日及び投与を中止した理由を（３）のア又はイのいずれか該当する

ものを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。あわせて、同一の保険医療機関において、

（１）のエに該当する患者として当該病棟へ転棟する以前にクロザピンの投与を中止したこ

とがある場合は、転棟する以前の直近の投与中止日及び同一入院期間中における通算の投与

中止回数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、通算の投与中止回数に（３）の

ア又はイのいずれかに該当するものとして中止した場合は含めないこと。 

 

第２章 特掲診療料 

 

第１部 医学管理等 

 Ｂ００１－３－２ ニコチン依存症管理料 

 (１) ニコチン依存症管理料は、入院中の患者以外の患者に対し、「禁煙治療のための標準手順

書」（日本循環器学会、日本肺癌学会、日本癌学会及び日本呼吸器学会の承認を得たものに

限る。）に沿って、初回の当該管理料を算定した日から起算して 12 週間にわたり計５回の

禁煙治療を行った場合に算定する。なお、加熱式たばこを喫煙している患者についても、「禁

煙治療のための標準手順書」に沿って禁煙治療を行う。 

 

 Ｂ００５－１－２ 介護支援等連携指導料 

 (８) 当該共同指導は、当該患者が入院している保険医療機関の医療関係職種と介護支援専門員

又は相談支援専門員が、患者が入院している保険医療機関において実施することが原則であ

るが、ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導した場合でも算定可能である。この場合に

おいて、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意を得ている

こと。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク

上の端末において共同指導を実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理

に関するガイドライン」に対応していること。 

 

 Ｂ０１３ 療養費同意書交付料 

 (１) 療養費同意書交付料は、当該疾病について現に診察している原則として当該疾病に係る主

治の医師（緊急その他やむを得ない場合は主治の医師に限らない。）が、当該診察に基づき、

（２）から（４）までの療養費の支給対象に該当する療養の給付を行うことが困難であると

認めた患者に対し、あん摩・マッサージ・指圧、はり、きゅうの施術に係る同意書又は診断

書（以下「同意書等」という。）を交付した場合に算定する。 

 (５)  患者が同意書等により療養費の支給可能な期間（初療又は同意の日から６月。３月（変

形徒手矯正術に係るものについては１月）を超えて経過してさらにこれらの施術を受ける必

要がある場合において、医師が当該患者に対し同意書等を再度交付する場合にも別に算定で

きる。ただし、同意書等によらず、医師の同意によった場合には算定できない。 

 (６) 同意書等を再度交付する場合、前回の交付年月日が月の 15 日以前の場合は当該月の４ヶ

月後の月の末日、月の 16 日以降の場合は当該月の５ヶ月後の月の末日までの交付について

は算定できない。ただし、変形徒手矯正術については、前回の交付年月日から起算して１ヶ



こと。また、末期心不全症候群の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には、ア、

イ又はウのいずれかの研修を修了している者であること。なお、後天性免疫不全症候群

の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には下記研修を修了していなくてもよ

い。 

  アからウまで(略) 

(８) (１)のア、及びイ、オ及びカに掲げる医師については、緩和ケア病棟入院料の届出に

係る担当医師と兼任ではないこと。ただし、緩和ケア病棟入院料の届出に係る担当医師

が複数名である場合は、緩和ケアチームに係る業務に関し専任である医師については、

緩和ケア病棟入院料の届出に係る担当医師と兼任であっても差し支えないものとする。 

 

第 21 感染防止対策加算 

１ 感染防止対策加算１の施設基準 

 (８) (７)に規定するカンファレンスは、（２）のアからエ及び２の（３）のアからエの構成員

それぞれ１名以上が直接対面し、実施することが原則であるが、以下のアからウを満たす場

合は、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション（以下「ビデオ通話」という。）

が可能な機器を用いて実施参加することができる。 

   アからウまで(略) 

 (９) 当該保険医療機関又は感染防止対策加算２に係る届出を行った医療機関が「別添３」の「別

紙２」に掲げる医療を提供しているが医療資源の少ない地域に属する保険医療機関（特定機

能病院、許可病床数が 400 床以上の病院、DPC 対象病院及び一般病棟入院基本料に係る届出

において急性期一般入院料１のみを届け出ている病院を除く。）の場合は、以下のア及びイ

を満たすときはに限り、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施参加することができる。 

   ア・イ(略) 

 ２ 感染防止対策加算２の施設基準 

 (８) (７)に規定するカンファレンスは、（３）のアからエ及び１の（２）のアからエの構成員

それぞれ１名以上が直接対面し、実施することが原則であるが、以下のアからウを満たす場

合は、ビデオ通話を用いて実施参加することができる。なお、患者の個人情報の取扱いにつ

いては、１の（10）の例による。 

   アからウまで(略) 

 (９) 当該保険医療機関又は感染防止加算１に係る届出を行った医療機関が、「別添３」の「別

紙２」に掲げる医療を提供しているが医療資源の少ない地域に属する保険医療機関（特定機

能病院、許可病床数が 400 床以上の病院、DPC 対象病院及び一般病棟入院基本料に係る届出

において急性期一般入院料１のみを届け出ている病院を除く。）の場合は、以下のア及びイ

を満たすときはに限り、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施参加することができる。 

   ア・イ(略) 

 ４ 抗菌薬適正使用支援加算の施設基準 

 (４) 抗菌薬適正使用支援チームは以下の業務を行うこと。 

   ア(略) 

イ 感染症治療の早期モニタリングにおいて、アで設定した対象患者を把握後、適切な微生

物検査・血液検査・画像検査等の実施状況、初期選択抗菌薬の選択・用法・用量の適切
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性、必要に応じた治療薬物モニタリングの実施、微生物検査等の治療方針への活用状況

などを経時的に評価し、必要に応じて主治医にフィードバックを行い、その旨を診療録

等に記載する。 

ウからクまで(略) 

 

第 26 の２ 後発医薬品使用体制加算 

 ２ 届出に関する事項 

   後発医薬品使用体制加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式 40 の３を用いること。な

お、当該加算の届出については実績を要しない 

 

第 26 の４ データ提出加算 

４ 届出に関する事項 

(６) 基本診療料の施設基準等第十一の十一九に掲げる、データ提出加算の届出を行うことが困

難であることについて正当な理由がある場合とは、電子カルテシステムを導入していない場

合や「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に規定する物理的安全対策や技

術的安全対策を講ずることが困難である場合等が該当する。 

 

別添４ 

特定入院料の施設基準等 

 

第 11 回復期リハビリテーション病棟入院料 

１ 通則 

(６)  ２の(４)及び(５)又は３の(５)において日常生活機能評価による測定を行う場合にあっ

ては、当該病棟への入院時等に測定する日常生活機能評価については、別添６の別紙 21 を

用いて測定すること。ただし、産科患者、15 歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を

算定する患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者に対して短

期滞在手術等基本料２又は３の対象となる手術、検査又は放射線治療を行った場合（基本診

療料の施設基準等第十の三（３）及び四に係る要件以外の短期滞在手術等基本料２又は３に

係る要件を満たす場合に限る。）は対象から除外する。当該日常生活機能評価票の記入は、

院内研修を受けたものが行うものであること。なお、院内研修は、次に掲げる所定の研修を

修了したもの（修了証が交付されているもの）又は評価に習熟したものが行う研修であるこ

とが望ましい。 

ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること（１日程度） 

イ 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること 

（イ） 日常生活機能評価の考え方、日常生活機能評価票の構成と評価方法 

（ロ） 日常生活機能評価に係る院内研修の企画・実施・評価方法 

(７)  ２の(４)及び(５)又は３の(５)において日常生活機能評価による測定を行う場合にあっ

ては、毎年７月において、１年間（前年７月から６月までの間。）に当該入院料を算定する

病棟に入院していた患者の日常生活機能評価について、別添７の様式 49 の４により地方厚

生（支）局長に報告を行うこと。また、毎年７月において、各年度４月、７月、10 月及び
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様式 35 の６

抗菌薬適正使用支援加算に係る報告書（７月報告）

集計期間： 年 月 日～ 年 月 日（１年間）

１．抗菌薬適正使用に係る実績等

① 抗ＭＲＳＡ薬及び抗緑膿菌作用のある抗菌薬を含めた広域抗菌

薬等の特定の抗菌薬を使用する患者、菌血症等の特定の感染症兆

候のある患者、免疫不全状態等の特定の患者集団などに対する感

染症治療の早期モニタリングにおいて、主治医へのフィードバッ

クを行った患者数

人

② ①のうち、主治医から事前に抗菌薬適正使用に係る相談を受け

てフィードバックを行った患者数
人

③ ①のうち、主治医から事前に抗菌薬適正使用に係る相談がなく、

特定の抗菌薬の使用や菌血症等の感染症兆候のモニタリングに基

づいてフィードバックを行った患者数

人

④ ①のうち、主治医へのフィードバックの結果、抗菌薬の変更又

は使用期間の短縮等の適正使用に繋がった患者数
人

２．外来における経口抗菌薬の処方状況等

① 外来における急性気道感染症（感冒、急性鼻副鼻腔炎、急性咽

頭炎、急性気管支炎）の患者数
人

② 外来における急性下痢症の患者数 人

③ 抗菌薬の処方状況

２の①に該当する患者 ２の②に該当する患者

セファロスポリン系の経口

抗菌薬が処方された患者数
人 人

キノロン系の経口抗菌薬が

処方された患者数
人 人

マクロライド系の経口抗菌

薬が処方された患者数
人 人

上記以外の種類の経口抗菌

薬が処方された患者数
人 人

［記入上の注意］

１ 「２」については、それぞれ急性気道感染症又は急性下痢症と同義語の傷病名を含む

患者数及び抗菌薬の処方状況を記載する。
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様式46の３

治療抵抗性統合失調症治療指導管理料の施設基準に係る届出書添付書類

□　常勤換算

□　常勤換算

３　 副作用発現時に対応するための体制の概要

［記載上の注意］

２　 統合失調症について十分な知識を有する
  薬剤師の氏名

１   統合失調症の診断・治療に十分な経験を
  有する精神科医の氏名

　「１」については、週３日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を
行っている精神科医である非常勤医師を組み合わせて配置している場合には、当該医師の「常勤換算」
の□に「✓」を記入すること。
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